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※調整ネジはスピンドルのネジ部先端
と調整ネジ上端が同じ高さの位置にな
る様に固定してください（上図 斜線部）











1.　粉じん作業
　　別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。
　　別表第1　20・・・・・・屋内、坑内又はタンク、船舶，管、車両等の内部において、
　　　　　　　　　　　　　　 金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業。

20-1・・・・金属をアーク溶接する作業　　　

第2条 [定義等]より抜粋

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は、作業
方法の改善、作業環境の設備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

本機の設置 ・ 接続および使用に際して準処すべき主な法令 ( 法例 ) ・ 基準などを参考のために挙げて
おきます。

特定化学物質障害予防規則 (昭和47年9月30日　労働省令第39号）

事業者は、電動機を有する機械又は器具（以下「電動機械器具」という。）で、対地電圧が
150ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤し
ている場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式
若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械
器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動
する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

1.事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある 場所につ
　いては、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。
2. 事業者は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。

事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害
物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場
所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、
当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切
な保護具を備えなければならない。

(低圧電路において，当該電路に地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的
に電路を遮断する装置を施設するときは，500Ω以下とすることができる。)

第17条[接地工事の種類及び施設方法]より抜粋

第333条[漏電による感電の防止]より抜粋

Ｄ種接地工事・・・接地抵抗値100Ω以下



第27条 [特定化学物質作業主任者の選任]より抜粋
　　事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル　
　　鉛等作業主任者技能講習(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作
　　業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しな
　　ければならない。

事業者は、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジン
グする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下この条において
「金属アーク溶接等作業」という。)を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶
接等作業に係る溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又
はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

２.　事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな
     金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変
     更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の定めるところにより、当該金属
     アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用い
     て行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定し
     なければならない。

６. 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属
    アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところに
    より、当該作業場についての第二項及び第四項の規定による測定の結果に応じ
    て、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

７. 事業者は、前項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、
    一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを
    厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存
    しなければならない。

９. 事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う
    屋内作業場の床等を、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗等
    粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。

第38条の21 [金属アーク溶接等作業に係る措置]より抜粋

特定化学物質障害予防規則

次ページの表を参考に溶接する板厚に合わせてフロントパネルの各調整ダイヤル

を設定します。灰色の部分は家庭用コンセント (100V/15A からの使用範囲です。

白色の部分は 100V30A 以上もしくは 200V30A 以上のブレーカへ接続してください。

















※溶接長 (量 )の目安は板厚 2mm

板の付き合わせ溶接の場合です。

溶接機の種類、溶接条件等が変

われば、数値は異なります。

（スター電器製造 SUZUKID ホームページより）

●自動遮光溶接面 ●溶接周辺アイテム

https://suzukid.co.jp/welding-surface/ https://suzukid.co.jp/welder-accessories/

その他の周辺製品情報





※本製品の迷彩柄には個体差があります。修理等でケースパネルを交換した場合、
  迷彩柄の配置が修理前と異なる場合がありますので、予めご了承願います。









85DA600516A’

平日9：00～12：00/13：00-17：00

フリーダイヤル

－ 修理受付・もしくはお近くの営業所まで －

■商品に関するお問い合わせ

■保証に関しては別紙保証書をご参照下さい。

■修理・故障に関するお問い合わせ

受付時間
(土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除く)

■　　　　　　　　公式ホームページ 公式オンラインショップ

※ユーザー様専用ダイヤルとなりますので、恐れ入ります

が業者様のご使用はお控えいただけますようお願いいたし

ます。

上記をご覧になっても疑問が解決しない場合、右記のお客

様相談室又は下記の各種お問い合わせフォームからお問い

合わせください。

製品情報や使い方について困ったことなど

よくあるご質問をまとめました。

当社製品や取扱い店舗、新規お取引希望などのお問い合わせを受け付けています。

https://suzukid.co.jp/qa/

0120-407288
ヨ   オ   セ   ツ バチ   バチ

よくあるご質問 お客様相談室

URL

https://suzukid.co.jp/contact/URL

https://suzukid.co.jp/URL https://www.suzukid.shop/URL

■お問い合わせフォームによる各種お問い合わせ

●湘南営業所(本社)

〒315-0002 茨城石岡市柏原17-1(石岡事業所 アフターサービス課)

〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 
藤沢トーセイビルⅡ 5F

0299-23-6221TEL 0299-23-6885FAX

0466-27-2666TEL 0466-27-1055FAX

●大阪営業所

〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 
COMPLAZA松本 B号室　

072-963-5666TEL 072-963-5668FAX

●茨城営業所(石岡事業所)

〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1

0299-23-6221TEL 0299-23-6885FAX

●福岡営業所

〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-１

092-953-7011TEL 092-953-7022FAX

● 修理受付

買う前、買う時、買った後のお客様の様々な疑問や

不安を解消し、モノと共に「安心」と「喜び」をお求め

いただけるSUZUKID直営のオンラインショップです。

製品ページをはじめ、お得なキャンペーンや展示会・

実演会情報・メディア情報など「SUZUKID」の最新情報

を掲載しています。
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